
障害者委託訓練契約書 

 

 

 山梨県立就業支援センター       （以下「甲」という。）は、甲の行う職業

訓練を委託するに当たり、          （以下「乙」という。）と次のとおり

契約を締結する。 

 

第１条 甲は、別紙に定める職業訓練の実施及び就職支援の実施並びにこれに伴う次の 

業務を乙に委託する。 

 （１）受講者の出欠席の管理及び指導 

  （２）訓練実施状況の把握 

 （３）受講者の能力習得状況の把握及び報告 

 （４）災害発生時の連絡 

 （５）受講者の中途退校に係る事務処理 

 （６）その他甲が必要と認める事項 

  なお、乙は、受講者の能力習得結果について、訓練期間終了後２週間以内に甲に報 

告するものとする。 

 

第２条 乙は、甲から委託を受けた職業訓練（以下「障害者委託訓練」という。）を第 

三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、乙が受託した訓練の一環として

乙が開拓した企業において行う職場実習については、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きにより受託した訓練の一環として職場実習を行うときには、 

再委託した業務に伴う当該職場実習先企業（以下「再受託者」という。）の行為に

ついて、次のことに留意するとともに、甲に対し全ての責任を負うものとする。 

  （１）訓練に関係のない作業に従事させないこと。 

  （２）訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働

基準法及び安全衛生法の規定に準ずる取扱を行うこと。 

    また乙は、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項につ 

いて、再受託者と書面により約定したうえで、甲からの委託料のうちから当該

職場実習に係る経費を再受託者に対して支払うことができるものとする。 

３ 乙は、第１項ただし書きにより受託した訓練の一環として職場実習を行ったとき

には、職場実習の実施状況について、受入事業所担当者及び受講者の確認を受けた

書面により整理のうえ、当該書面を添付して甲に報告する。 

 

第３条 乙は、障害者委託訓練の内容を変更しようとする場合又は障害者委託訓練を中 

止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。 

２ 乙は、障害者委託訓練の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告

し、その指示に従うものとする。 

 

第４条 甲は、乙に対して第１条に定める業務に必要な経費として、別紙に定める委託 



料を支払うものとする。 

２ 受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力

習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該

受講者に係る訓練実施経費の算定は、次によるものとする。 

  （１）中途退所等までに実施した訓練時間数が、総訓練時間数に対して８割以上で

ある場合は、別紙により定めた委託契約額とする。 

  （２）中途退所等までに実施した訓練時間数が、総訓練時間数に対して８割に満た

ない場合は、別紙により定めた１人当たりの委託契約額を総訓練日数（計画日

数）で除して委託日額（円未満切り捨て）を算定し、訓練開始日から中途退所

日までに訓練を行った日数（遅刻、早退等があった日も含む。）を乗じること

によって算出された額とする。 

  （３）上記（１）及び（２）は、職業能力講座、集合訓練ごとに算定する。 

３ 乙は、障害者委託訓練終了後に委託料請求書を甲に提出するものとする。甲は、

当該請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 

 

第５条 乙は、訓練期間中及び訓練終了後を通じ受講者の就職促進に努めることとする 

（就職支援の内容について、別紙のとおり。）。 

２ 乙は、委託訓練実施機関に就職支援責任者を設置し、受講者に対して就職支援を

行うものとする。 

 

第６条 乙は、訓練終了日又は就職のための中退の日の翌日から起算して３か月以内の 

就職状況について訓練受講者からの書面の提出により把握のうえ、別紙に規定する期 

限までに当該書面を添付して甲に報告する。 

２ 乙は、別紙に定める計算方法に基づき算定した結果、就職支援経費を書面により 

甲に対して請求するものとする。なお、中途退所等が発生した場合であっても就職 

支援経費の減額は行わない。 

３ 甲は、前項に定める請求を受理した日から３０日以内に就職支援経費を支払うも 

のとする。 

 

第７条 乙は、甲に対して第１条に定めるところにより障害者委託訓練の運営状況に関 

する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由なく 

拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。 

 

第８条 乙は、障害者委託訓練の実施に際して知り得た訓練生の個人情報をみだりに他 

人に漏らしてはならない。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別

記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

第９条 乙は、委託事業の実施経過及び委託訓練に係る関係書類を整備し、甲からの照

会等に対応できるようにしなければならない。 



２ 乙は、前項の書類等を委託事業の終了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含

む。）の日の属する年度の終了後５年間、又は現に監査、検査、訴訟等における

対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間

のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 

 

第１０条 乙は、受講者が障害者委託訓練受講中に災害を受けた時は、速やかにその旨 

    を甲に通知するものとする。 

 

第１１条 甲は、偽りその他不正な行為を行い、又は行おうとしたことが明らかになっ 

    たときは、乙に対し、委託料の全部又は一部を返還させ、又は契約を解除する

ことができるものとする。 

２ 第１項の際には、不正に係る処分を通知した日から５年以内の期間について定

め、受託機会を与えないこととするほか、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託料の支払

いを停止し、支払った委託料の全部若しくは一部を返還させ、又は契約を解除

することができる。 

  （１）この契約に違反したとき 

   （２）この障害者委託訓練の実施に当たり関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠

償の対象となったとき 

   （３）税法違反等公序良俗に違反し、社会通念上、この障害者委託訓練を実施する

ことがふさわしくないと甲が判断したとき 

  （４）自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明した

とき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明した

とき 

    ア  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 自己、自社若しくは第三者に不正に損害を加える目的をもって、暴力団又

は暴力団員を利用するなどした者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、

直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方

が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約

を締結した者 

（５）この障害者委託訓練を遂行することが困難であると甲が認めたとき 

２ 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 



（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 第１項、第２項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、障害者

委託訓練の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理す

るものとする。 

 

第１３条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ 

    うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当

介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、こ

れを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、

警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

第１４条 甲は、第１２条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた

損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第１２条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が

生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

第１５条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与

えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければな

らない。 

 

第１６条 乙は、この契約に関し、第１２条に該当するときは、甲がこの契約の全部又は

一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金

額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１

００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお

いて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

第１７条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙

は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法（明治２

９年法律第８９号）第４０４条の法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲の指

示に基づき支払わなければならない。 

 

第１８条 山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第１０９条第２項に定める

契約保証金は、同規則第１０９条の２第７号の規定により免除する。 

 

第１９条 甲が約定の支払期限までに委託料を支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延



利息を支払うものとする。 

２ 前項の遅延利息の額は、遅延日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定によ

り財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とし、その端数計算については同

条第２項の規定による。 

 

第２０条 甲及び乙は、この業務の目的が達せられるよう信義を重んじ、誠実に契約を

履行しなければならない。 

 

第２１条 この契約書に定めのない事項については、山梨県財務規則及び障害者の多様な

ニーズに対応した委託訓練事業実施要領の定めるところによるものとする。 

２ この契約に関し、疑義が生じたときは、甲と乙が協議して決めるものとする。 

 

 

 

 

 この契約成立の証として契約書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、甲、乙それぞれ

１通を保有するものとする。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

甲  

                                     

                                                        印 

 

                                  乙  

                    

                                     印 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 別紙 

 

１ 訓練科目   

 

２ 訓練内容  パソコン操作の基本、文書の作成、表計算の基本操作、インターネッ

ト、電子メールの基本など 

 

３ 就職支援内容  職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、キャリア・コンサル

ティング、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介事業

（許可を受けている場合）の実施、就職支援責任者の配置等 

 

４ 訓練目標   

 

 

５ 訓練期間  令和 年 月  日から令和 年 月  日まで 

         （総訓練日数  日）（総訓練時間   時間） 

 

６ 訓練人員  人 

   障害種別  身体障害者・知的障害者・精神障害者（発達障害者含む）・難病患者 

 

７  委託料             円 (うち消費税及び地方消費税額      

円） 

  （積算内訳） 

（１）訓練実施経費 

    訓練生１人当たり    

     円× ヶ月× 人×１．１＝       円 

 （２）職業能力講座 

    訓練生１人当たり 

             円×  日×  人＝      円 

  

 （３）就職支援経費 

    就職支援経費は、就職状況に応じて就職者 1 人当たり２万円を支払うものとす

る。 

    

就職支援経費の対象となる就職は、訓練終了日又は就職のための中退の日の翌日

から起算して３か月以内に雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者は除く）として

内定を受けた者若しくは雇用された者又は雇用保険適用事業主となった者をいう

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）における障害福祉サービス（就労継続支援事業Ａ型等）により雇用さ

れる者でないこと。）。 



なお、労働者派遣事業（有期雇用派遣）により派遣される場合は、対象期間内に

派遣先で就業した者であること。 

訓練生１人当たり        円× 人（見込み）×１．１＝      円 

 

 ８ 訓練実施場所  

 

 

９ 訓練受講者の就職状況の把握及び報告 

    訓練終了日又は就職のための中退の日の翌日から起算して３か月以内の就職状況

を把握し、訓練終了日又は中退日の翌日から起算して１００日以内に書面により報告

を行うこと（就職のための中退に係る報告については、修了生に係る報告期日である

訓練終了日の翌日から起算して１００日以内の報告と併せて報告することでも差し

支えない） 

 

 経過日   令和  年  月  日 

報告期日  令和  年  月  日 

 

訓練受講中及び訓練修了後に就職状況の確認及び就職状況報告の依頼等を行って

いたが、就職状況が追跡困難又は未回答となっている訓練修了者について、公共職業

安定所の保有する情報により対象就職者であることの確認を希望する場合、乙が訓練

生から回収した就職状況報告書の回収率が８０％以上（訓練生が５人未満の場合は５

０％以上）の場合（受講生が１人のみの場合を除く）であり、かつ当該訓練修了者が

公共職業安定所から訓練にあっせんされている場合に限り、甲を通じて職業訓練の受

講あっせんを行った公共職業安定所（以下｢受講あっせん安定所｣という。）に照会す

ることができる。 

   照会を希望する場合は、以下の期日までに、就職状況の暫定的な把握結果を甲に報

告し、この際、乙は確認を希望する訓練修了者が追跡困難等となった経緯に係る報告

書を併せて提出すること。 

   また、公共職業安定所の確認結果に関する甲からの回答を踏まえ、最終的な就職状

況の把握結果を以下の期日までに再報告すること。 

  （暫定報告期日） 令和 年 月  日 

  （最終報告期日） 令和 年 月  日 

 

 

 

 


